
第３回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２４年６月２１日（金）午前１２時００分～
１．場　所　Ｚｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞

出席幹事の数　　　　　　　３０名
委任状による出席幹事の数　３１名（出席者との重複あり）

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長は本幹事会の議長として副幹事長河野豊を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　会費免除申請承認の件【決議】資料１
　幹事長：
会費免除については会費規則第２条に定めがあり、届け出が必要となっている。幹事会の承認が必要なものもある。資料１のとおり会費免除の申請があった。

かかる議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数、反対なしで可決された。

２　年度途中になされる会費免除承認につき幹事長に一任すること【決議】
幹事長：
形式的で問題がないものが多いので、正副幹事長会に一任していただければと考える。仮に一任を可決いただいた場合であっても、申請内容によっては個別に幹事会で審議すべき事案があれば、幹事会での審議をお願いしたいと考えている。

かかる議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数、反対なしで可決された。

３　次年度大弁副会長推薦立候補届出と候補者の意見を聞く会開催（７月１９日）の件
選考委員長：
第１回選考委員会により副会長候補者の選考を行うことを決議し、届け出期間を設定した。河野豊会員から副会長候補者に立候補する届出を受領した。
７月１９日午後１時から意見を聞く会が開催される。選考委員以外も参加できるので、多くの会員の参加をお待ちしている。

４　会費減額検討PT報告
　　特に質問や意見は出なかった。
　　
幹事長：
賛成方向で考えていただいていると理解する。規則の改正が必要なので、９月総会での決議に向けて、規則の改正案を来月・再来月の幹事会の議題としたい。

５　備品の処分について（資料３）
会計担当副幹事長：
　　２０２０年度にウェブ会議を行うために必要な備品を購入した。しかし、近年は弁護士会館の備品を使っており、使用していない状況である。メーリングリストで会員の購入（一括購入）希望がないか募ろうと思う。希望がなければ、しかるべき団体（多重債務者に携わっている団体などを検討中）へ寄付ことも考えている。

　幹事長：
ハイブリット開催のために大きめのスクリーンやプロジェクターを用意した。しかし、いまは弁護士会館の各部屋で備品が借りられる。むしろ、保管の負担が発生している。使う可能性が今後ないので、処分をすることを承認いただきたい。

Ａ会員：
他の会議と重なって弁護士会で借りれない等、支障はないのか？
幹事長：
オウルは１台しかないかもしれないが、早めに予約をしておけば大丈夫と考える。

６　大弁会務報告（副会長：松井淑子）資料４
６月１０日の会員逮捕に関する会長談話については、その内容についても弁護士業務とは関係のないことではないかということで発出の要否も含めて、当初から各所からの意見が各副会長のもとに届いた。
今回は、ご指摘のように、報道される内容からでも推測され得る家庭内の事情について、詳細が明らかでない状況で強い表現となった点、配慮に欠いたものと受け止めている。
また無罪推定については、留保をつけているとはいえ、世間一般の人がどのような印象を持つのかという見方への配慮など、直後に様々な観点から議論した。

幹事長：
常議員会での議論状況は、当日に投稿したメーリングリストのとおり。

　・無罪推定であるにもかかわらず断罪的表現
　・弁護士業務と無関係な私的領域については控えるべきではないか
　・介護の苦労に対する配慮を欠くのではないかとの批判あり。
　無罪推定の原則は間違いないが、会として社会に向けてのメッセージは必要
　　職務内外で品位を保持することは必要、傷害致死は重罪
　　しかし、表現はより穏当なものにするべき。断罪ではなく「会として重大なものとして厳粛に受け止めている」的な表現にすることも検討したい。
（常議員からの意見～すべてではありません）
　　私生活の領域についてどうか。
　　逮捕まであった以上、談話を出すのはよいが、厳粛に受け止めているという程度までとすべき。厳粛に受け止めてどうするのかとも感じるところがある。
　　不祥事防止のために指導監督と言っても私的領域にはできない。
　　量刑に関する冤罪もある。いかなる理由があっても許されないとまでいうべきではない。
　　当日ではなく、少し吟味して、情報収集もして、発出し、表現も気を付けたほうが良い。
　　逮捕で報道することにむしろ弁護士会は問題視するべきではないか。
　（会長より）
　　貴重なご意見に感謝。これを機に、よく検討し、慎重に対処したい。

Ｂ会員：
なぜあのような談話の内容になってしまったのか。責めるつもりではなくて、可能な範囲で教えて頂ければ。

副会長：
直後から執行部でも協議し、会員逮捕の際の会長談話の発出過程、内容のあり方について検証し、今後、改めて事案ごとに慎重に取り組むことを確認した。会長談話、会長声明、など、大阪弁護士会の名前で発出するもの、一挙手一投足に責任があると痛感した。

７　各種委員会からの活動報告
（１）政策委員会（委員長：上田純）資料５
　第１回企画は「政治とカネ」７月２４日開催。上脇博之教授には、ウェブで参加いただくことになった。春秋MLで案内を流した。
第２回企画「人権救済・人権調査」１１月１３日開催に決まった。
第３回企画はテーマを検討中。

（２）広報委員会（委員長：松尾洋輔）資料６
　　　秋号の準備中。特集Ⅰは「政治とカネ」。特集Ⅱは能登に取材旅行に行こうと考えている。
今村峰夫先生の追悼記事の特集は組まないこととした。

（３）研修委員会（委員長：山本婦紗子）資料７
①梅乃宿酒造研修にはリアルで３４名の出席があった。
②春秋の日は、松丸先生を読んで過労死問題について。９月２０日の１８時または１８時半＠スミレおおさか。
　　③岡口裁判官を講師にお呼びして行う研修。来年の２月７日１８時～＠大弁２０１。内容は、事実認定、裁判官生活を振り返っての二本立てで考えているが、検討中。
④梅乃宿酒造＆酒蔵見学。親睦委員会との共催で行う予定
⑤デジタルツール研修：検討中
⑥ビジネスマナー研修：検討中

（４）親睦委員会（委員長：間野泰治）資料８
グルメ＆ジャズは１５名に参加いただき、プロの演奏を堪能した。
サマーフェス（旧ビアパーティー）７月３０日。MLで告知しているので、参加お待ちしている。

（５）若手会（世話役代表：前野陽平）資料９
　６月２５日浦先生が講師を務め、破産研修をした。毎年好評。破産研修２回目は８月２８日。
ビアパーティーは親睦会から報告があったとおり共催で開催。
９月２０日には若手会ビアガーデン、１０月頃には各会派若手会対抗ゴルフ、１１月９日は春秋会ゴルフ、１１月頃には屋形船企画（松茸すき焼き食べ放題）を予定している。

８　その他
幹事長：
次回幹事会で予算の承認をいただきたいと思っている。各委員会は６月中を目途に予算見積書を出してください。
　　
会計幹事：
備品の処分について、当時はそれなりの値段で機材を揃えたのであろうが、今は大阪弁護士会の備品を使えるので、移動や保管の手間を考えると、価値より手間のほうが大きいということでしょうか。
→そのとおりである。

幹事長：
大阪弁護士会総会が６月２５日に開催される。松井副会長が説明者の予算の議題もあり、多数出席いただきたいと考える。出席される方は村瀬までメール等でご連絡ください。

Ｃ会員：同期に幹事会の内容について報告する際に、配布資料を添付してもよいか。プライバシーが含まれている場合（今回は会費免除）は除く。
→良い。
　　　　以　　上

